
船舶事故調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年７月３１日 ２０時５３分ごろ 

発生場所 和歌山県海南市青石鼻北西方沖 

 ツブネ鼻灯台から真方位３１５°１,１３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０８.３′ 東経１３５°０６.８′） 

事故の概要  貨物船STOLT
ス ト ル ト

 SAKURA
サ ク ラ

は、錨泊する目的で減速して東進中、また、漁

船勘
かん

栄
えい

丸は、北北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年８月１５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 STOLT SAKURA（英国領ケイマン諸島籍）、７,２２８トン 

   ９４３２９６９（ＩＭＯ番号）、STOLT SAKURA INC. 

Ｂ 漁船 勘栄丸、９.７トン 

   ＷＫ２－３７０８（漁船登録番号）、個人 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか２１人（全員フィリピン共和国籍）が乗り組み、

荷役待ちで錨泊する目的で約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で東進中、船長Ａが、Ｂ船が船尾方を通過すると思っていた

ところ、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長ほか１人が乗り組み、船首で魚の箱詰めのため甲板上

の照明を点灯しながら、約１０kn の速力で北北東に向けて航行してい

た。 

船長Ｂは、Ｂ船の左舷方から右舷方に向かう状態で航行しているＡ

船を認め、Ａ船の船尾方を通過できると思った。 

Ｂ船は、航行中、甲板上の照明で、船首方がまぶしく、Ａ船の動向

をよく把握できなかったが、右舷方にかわったと思っていたところ、

Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、錨泊する目的で減速して東進中、Ｂ船が船尾方を通過する

と思い、航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、北北東進中、船長Ｂが、甲板上の照明により船首方がまぶ

しく、Ａ船の動向を十分に把握できなかったが、右舷方にかわったと



思って航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が錨泊する目的で減速して東進中、Ｂ船が北

北東進中、船長Ａが、Ｂ船が船尾方を通過すると思い、航行を続け、

また、船長Ｂが、甲板上の照明により船首方がまぶしく、Ａ船の動向

を十分に把握できなかったが、右舷方にかわったと思って航行を続け

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊のため減速中であっても、周囲の適切な見張りを行い、必要

に応じて警告信号等を行うこと。 

・航行中は、周囲の見張りを妨げる照明を極力点灯せず、周囲の適

切な見張りを行うこと。 

 


